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家畜人工授精用精液等の不適切な取扱い事案について

今般、次のような事案が判明した旨、国から通知がありました。

◇ 家畜人工授精所が家畜人工授精用精液又は家畜体外受精卵を

譲渡する際に、譲渡時から数週間後に対応した家畜人工授精用精

液証明書又は家畜体外受精卵証明書を送付していた事案

◇ 家畜人工授精所が家畜人工授精用精液を譲渡する際に、本来

添付するべき家畜人工授精用精液証明書と異なる証明書の添付が

行われた事案

家畜改良増殖法（昭和２５年法律第209号）では、第

１４条第１項及び第２項により、家畜人工授精用精液

証明書が添付されていない家畜人工授精用精液の譲渡

や注入等を禁止しています！

（家畜体内受精卵、家畜体外受精卵についても同様です。）

購入する際、使用する際に
ストローと証明書は
合致しているか確認し
ワンセットにして

取り扱ってください！



精hu

家畜改良増殖法に基づき、精液・受精卵の流通管理を
徹底しましょう

特にご留意いただきたい事項

家畜人工授精師 畜産農家
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